
　　　　　　　　　　

番号 講　　座　　名 番号 講　　座　　名 番号 講　　座　　名

1 富士見市の財政事情 34 水害の歴史とハザードマップ 64 いらっしゃいませ！公民館へ

2 これでわかった！富士見市の行財政改革 35 富士見市地域防災計画 65
楽しく、いきいき、サークル・団体運営の基
本

3 教えて！市役所の仕事 36 富士見市国民保護計画について 66 自分流企画講座やイベント開催のいろは

4 情報公開制度の仕組みと運用 37 出前簡易耐震診断耐震改修相談会 67 より伝わりやすい文章にするには

5 かんたん学習！くらしの中の選挙 38 富士見市の交通安全について

6 求められる職員像への取組み 39 あなたが止める地球温暖化講座

7 入札・契約の仕組み 40 ごみの出し方（ごみの種類と分別方法） 番号 講　　座　　名

8 監査とは？ 41 下水道のしくみと役割 68 旧石器時代の狩人

9 議会の役割と仕組み 42 市民・環境にやさしい施設をめざして 69 縄文海進と水子貝塚

10 会計事務について 43 子どもを守れ！ 70 弥生のムラと謎の鉄剣

11 教育委員会制度の概要 44 子どもたちの安全・安心な居場所をつくる 71 貝塚山古墳とその時代

12 土地開発公社ってなに 45
消費生活の豆知識　～だまされないために
～

72 富士見の古代文化（文字、鉄、仏教）

73 武蔵武士と難波田氏

74 中世城館と難波田城

番号 講　　座　　名 番号 講　　座　　名 75 中世石造物と板碑

13 「市長への手紙」を見てみよう 46 わたしたちの国民年金 76 中世人の暮らしと道具

14 ふじみの未来予想図 47 国民健康保険制度について 77 修験道と十玉院

15 知っていそうで知らないふじみの素顔 48 後期高齢者医療制度について 78 新河岸川の舟運

16 身近な国際交流を考えよう 49 地域福祉計画について 79 富士見市の民具の特徴

17 男女共同参画社会をめざして 50 地域であたりまえに暮らすことをめざして 80 富士見市の郷土芸能

18
市民と市が共につくる活力あるまちづくりに
向けて

51 介護保険ってなんですか？ 81 富士見市の古民家

19 戸籍と住民基本台帳とは？ 52 地域包括支援センターってなんですか 82 富士見の職人

20 身近な税金　～住民税～ 53 あなたの知りたい「健康づくり講座」 83 富士見市の戦争資料

21 固定資産税の仕組み 84 水とくらし

22 納税は豊なまちづくりの第一歩 ◆子育て・教育 85 昭和初期の衣生活

23 富士見市の商業の現状 番号 講　　座　　名 86 機械化以前の稲作

24 富士見市の農業 54 育児講座 87 昭和３０年以前の暮らしと縄

25 みんなで育てる青少年 55 楽しく子育て 88 昭和３０年以前の年中行事

26 文化財を守る 56 読み聞かせ講座

57 子どもへの望ましい関わり方

58 友だち何人できるかな？ 番号 講　　座　　名

番号 講　　座　　名 59 夢を持った進路選択 89 まがたまづくり

27 うるおい・やすらぎ「公園・緑地」 60 豊かな人間性をはぐくむ部活動の役割 90 市民見学試食会

28 地域ぐるみの防犯活動 91 安全・安心な飲料水をおとどけします

29 自主防災組織のすすめ ◆生涯学習 92
木の温かみを感じ、木造建築の優しさを知
ろう

30
水谷東地域安心安全ステーション活動につ
いて

番号 講　　座　　名

31 今だからできる震災対策 61 はじめよう！生涯学習

32 災害時要援護者支援対策について 62 富士見市市民人材バンク制度について 番号

33 市内の地震被害想定 63 スポーツをはじめよう 93

　別　表

富士見市協働によるまちづくり講座一覧表－平成２０年度簡略版－

          - リクエスト講座 -
一覧表に希望する講座がないときは、協働
推進課へご相談ください。

◆安心・安全・環境

◆市役所の仕組みと現状

◆くらし・コミュニティ

◆ふるさと歴史探訪

◆体験・見学型学習

◆リ　ク　エ　ス　ト

◆健　康・福　祉

 
 
市では、平成 20年 4月 1日から、市民の皆さんに、まちづくりに関する情報や学習の機会を提供す

るため、市職員による出前講座をはじめます。 
 

 
 

☞ 開催することができる方 

市内在住、在勤または在学する 5人以上で構成された団体などです。 
☞ 講座の内容 

富士見市協働によるまちづくり講座一覧表（別表）の中からご希望の講座をお選びください。（講座

の内容等については、別途、利用案内のパンフレットなどに掲載します。） 
☞ 開催日及び時間 

年末年始（12月 28日から翌年 1月４日）及び祝日を除き、午前 9時から午後 9時までの間で 2時間
以内です。 
☞ 開催場所 

市内の公共施設や地域集会所などで、講座を開催する方に準備していただきます。 
☞ 開催の経費 

講師の派遣に要する費用は無料ですが、会場使用料や材料費などが必要な場合は、開催する方に負担

していただきます。 
☞ 申込み方法 

講座を開催しようとする日の 14 日前までに、市協働推進課へ「富士市協働によるまちづくり講座開
催申込書」を提出してください（電話やＦＡＸでも受付けをします）。なお、申込書や利用案内のパン

フレットは、市役所、公民館、交流センターなどに用意するほか、市のホームページにも掲載しますの

でご利用ください。 
（注）実施できない場合 

次の場合は実施することができません。 
・公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。 
・政治、宗教又は営利を目的とした催しに利用するおそれがあるとき。 
・その他、本講座の目的に反すると認められるとき。 

問合せ／市協働推進課 ☎ 内線 257、258 

出前講座の主催者は市民の皆さんです。 
市では市民の皆さんからの求めにより、市職員を講師として派遣し、市政の説明や職務で身につ

けた知識などをお話しします。この講座を通して、市政への理解と市民参加及び市と市民との協働

のまちづくりを進めていこうとするものです。 

富士見市協働によるまちづくり講座（通称「出前講座」）がスタートします。

   〖講座の開催〗
午前9時から午後9時ま
でで2時間以内（年末年
始・祝日を除く）会場
は、公共施設や集会所
などで、開催する方が
確保します

講座内容等の確
認・打合せ 講師派遣

開催日程等の調
整・協議

①

②

③

④
⑤

アンケートの提出

⑥

開催承認通知

申込受付（市協働推進課）

       ・TEL 251-2711
       ・FAX 254-2000

      講座を開催する方
市内在住・在勤・在学者で５人
以上の団体やグループ等

    〖申し込み〗
開催したい日の
14日前まで（電話・
FAX受付可）

   講座担当課（市職員）
講座メニューを担当する市
の職員が説明に伺います

③

広報ふじみ４月号
掲載原稿（案）


